
大分県後期高齢者医療広域連合告示第２３号 
 

大分県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況 
 
 大分県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 19 年大分県後期高

齢者医療広域連合条例 29 号）第４条の規定に基づき、平成 20 年度大分県後期高齢者医療広域連合人事

行政の運営等の状況について、次のとおり公表する。 
 
   平成 21 年 11 月 11 日 
 

大分県後期高齢者医療広域連合長  釘 宮  磐   
 
 

大分県後期高齢者医療広域連合人事行政の運営等の状況の公表 
 
１ 職員の任命等及び職員数に関する状況 

(1) 任命・任命解除者数の状況 
 ア 新規任命者数の状況（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで） 
   一般職員 ９人（関係市町村からの派遣による。） 
 イ 任命解除者数の状況（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで） 
   一般職員 ４人（関係市町村からの派遣期間満了による。） 
(2) 職員数の状況（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

 ２９人 （地方自治法第 252 条の 17 による派遣） 
(3) 年齢別職員構成の状況（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

区分 
20 歳 
未満 

20～ 
24 歳 

25～ 
29 歳 

30～ 
34 歳 

35～ 
39 歳 

40～ 
44 歳 

45～ 
49 歳 

50～ 
54 歳 

55～ 
以上 

人数 
(人) 

 
1 6 8 4 3 2 2 3 

構成比

(%) 
 

3.5 20.7 27.6 13.8 10.3 6.9 6.9 10.3 

 
２ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日まで） 

区分 
歳出額 
Ａ 

実質収支 
人件費 
Ｂ 

人件費率 
Ｂ/Ａ 

平成２０年度 
千円 

２７３，９８９ 
千円 

６８，２１８ 
千円 

１，２１８ 
％ 

０．４４ 
※1.人件費の内訳は、議員報酬・連合長報酬・各種委員等報酬となります。 



 2 市町村派遣職員の人件費は、派遣元の市町村から支給され、広域連合が年 2 回（10 月、4 月）

人件費負担金として派遣元に支出しています。（平成 20 年度人件費負担金 207,044 千円） 
(2) 給与の状況 

※ 給与等については、派遣元の市町村で支出しています。 
    平均給料月額及び平均年齢（平成 20 年 4 月 1 日現在） 

平均給料月額 ２９１，９５０円 
平 均 年 齢 37.24 歳 

 
３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 職員の勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 １週間の勤務時間 
8 時 30 分 17 時 12 時 15 分～13 時 38 時間 45 分 

(2) 休日 
１．国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 
２．年末年始の休日（12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日） 

(3) 休暇 
派遣元の関係規程を適用するものとしています。 

 
４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 
  派遣職員であるため該当はありません。 
 
５ 職員の服務の状況 
  育児休暇、介護休暇は該当がありません。 
 
６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 職員研修 
《人権啓発研修》 

日 時 場所 概要 
平成 20 年 11 月 28 日 旭町文化センター 【人権フェスティバル】 

 講師：向田敬子 
 演題：ひとり語り「橋のない川」 

平成 20 年 12 月 4 日 旭町文化センター 【啓発映画上映会】 
 内容：セピア色の風景 

 

区  分 職員数 
給  与 

給 料 職員手当 期末勤勉手当 計 
平  成 
２０年度 

２９人 １０２，２３３ ２７，３０４ ４２，２５０ １７１，７８７ 



(2) 勤務成績の評定の状況 
   派遣職員であるため該当はありません。 

 
７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 職員の福祉 
健康診断等の厚生に関する事項については、派遣元において実施しています。 

(2) 公務災害の状況 
平成 20 年度においては、実績はありません。 

(3) 利益の保護の状況 
ア 勤務条件に関する措置の要求 
  平成 20 年度においては、措置要求事案はありません。 
イ 不利益処分に関する不服申立ての状況 
  平成 20 年度においては、不服申立て事案はありません。 
※地方公務員法（昭和 25 年法律 261 号）第 46 条又は第 49 条の 2 の規定に基づき、公平委員会

に対して行う措置要求又は不服申立ての状況です。 
 
 


